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(57)【要約】
本発明の目的は、有効で、押し付けがましくなく、そし
て非侵襲的なやり方で心拍数を判断することができる心
拍数モニタシステムを提供することである。本発明の一
つの態様においては、ユーザに取り付けられた少なくと
も一つの動作センサによって検出された動作データ（Ｍ
Ｄ）に基づいて、ユーザの非活動期間を判断するための
非活動判断ユニット、および、非活動判断ユニットによ
って判断された非活動期間の最中に、ユーザに取り付け
られた少なくとも一つの心拍数センサによって測定され
た心拍数データ（ＨＲ）に基づいて、ユーザの安静時心
拍数（ＲＨＲ）を計算するための安静時心拍数計算ユニ
ット、を含む心拍数モニタシステムが提供される。



(2) JP 2017-521126 A 2017.8.3

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非侵襲的な心拍数モニタシステムであって、
　ユーザに取り付けられた少なくとも一つの動作センサによって検出された動作データに
基づいて、ユーザの非活動期間を判断するための非活動判断ユニットと、
　時間にわたり、かつ、非制限的な生活状況の最中に、前記ユーザの心拍数データを測定
するための少なくとも一つの非侵襲的心拍数センサと、
　前記非活動判断ユニットによって判断された前記非活動期間の最中に前記少なくとも一
つの非侵襲的心拍数センサによって測定された前記心拍数データに基づいて、前記ユーザ
の安静時心拍数を計算するための安静時心拍数計算ユニットと、
　前記測定された心拍数データの中から信頼できる心拍数データを確立するための信頼性
確立ユニットであり、下限よりも小さく、かつ、上限よりも大きい心拍数データを無視す
るように適合されている、信頼性確立ユニットと、
　を含み、
　前記安静時心拍数計算ユニットは、前記信頼性確立ユニットによって確立された前記信
頼できる心拍数データに基づいて、前記ユーザの前記安静時心拍数を計算するように構成
されている、
　非侵襲的な心拍数モニタシステム。
【請求項２】
　前記非侵襲的な心拍数モニタシステムは、さらに、
　時間にわたり、かつ、非制限的な生活状況の最中に、ユーザの動作データを測定するた
め、または、判断するための少なくとも一つの動作センサと、
　を含む、請求項１に記載の非侵襲的な心拍数モニタシステム。
【請求項３】
　前記信頼性確立ユニットは、標準偏差閾値より小さい標準偏差を有する心拍数データを
無視するように適合されている、
　請求項１に記載の非侵襲的な心拍数モニタシステム。
【請求項４】
　前記下限は毎分３０ビートであり、前記上限は毎分１５０ビートであり、かつ、前記標
準偏差閾値は毎分０．１ビートである、
　請求項３に記載の非侵襲的な心拍数モニタシステム。
【請求項５】
　前記非活動判断ユニットは、昼１２時と午後７時との間ではない前記ユーザの非活動期
間を排除するように適合されている、
　請求項１に記載の非侵襲的な心拍数モニタシステム。
【請求項６】
　前記安静時心拍数計算ユニットは、数日にわたる前記ユーザの心拍数データおよび非活
動期間に基づいて、前記ユーザの安静時心拍数を計算するように適合されている、
　請求項５に記載の非侵襲的な心拍数モニタシステム。
【請求項７】
　前記非活動判断ユニットは、前記判断された非活動期間から身体活動の後の回復時間を
取り除くことによって、前記ユーザの非活動期間を判断するように適合されている、
　請求項１に記載の非侵襲的な心拍数モニタシステム。
【請求項８】
　ユーザの安静時心拍数を判断する方法であって、
　ユーザに取り付けられた少なくとも一つの動作センサによって検出された動作データに
基づいて、ユーザの非活動期間を判断するステップと、
　時間にわたり、かつ、非制限的で自由な生活状況の最中に、ユーザの心拍数データを非
侵襲的に測定するステップと、
　下限よりも小さい心拍数データと上限よりも大きい心拍数データを無視することによっ
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て、前記判断または測定された心拍数データの中から信頼できる心拍数データを確立する
ステップと、
　判断された非活動期間の最中に測定された前記心拍数データ、および、前記信頼できる
心拍数データに基づいて、前記ユーザの安静時心拍数を計算するステップと、
　を含む、方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の非侵襲的な心拍数モニタシステムにおいてユーザの心拍数をモニタリ
ングするためのコンピュータプログラムであって、
　前記心拍数モニタシステムをコントロールしているコンピュータ上で前記コンピュータ
プログラムが実行されると、
　前記心拍数モニタシステムに、請求項８に記載のユーザの心拍数をモニタリングする方
法に係るステップを実行するようにさせるためのプログラムコード手段を含む、
　コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザの心拍数を測定するための心拍数モニタシステムに関する。ユーザの
安静時心拍数を判断する方法も同様である。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザの心拍数を、例えば、光学センサを用いてモニタリングすることは、よく知られ
ている。ここで、光学センサは、ユーザの皮膚の中へ光を発し、そして、発せられた光は
、皮膚の中で散乱される。反射された光は皮膚を抜け出し、そして、適切な検出器によっ
て検出され得る。センサから受け取った信号に基づいて、ユーザの心拍数が判断され得る
。
【０００３】
　心拍数センサは、例えば、フィットネスアプリケーションのために使用される。ここで
、センサは、リスト（ｗｒｉｓｔ）デバイスとして、または、前腕（ｆｏｒｅａｒｍ）デ
バイスとして、もしくは、身体の他のあらゆる場所において皮膚に対して接触するデバイ
スとして、身に付けることができる。従って、心拍数センサは、ユーザの心拍数を検出し
、そして、検出された心拍数をデバイス上に、または、電気器具のディスプレイといった
接続されたシステムに対して表示することができる。
【０００４】
　検出されたユーザの心拍数が評価されるときには、安静時心拍数（ｒｅｓｔｉｎｇ　ｈ
ｅａｒｔ　ｒａｔｅ、ＲＨＲ）が、心肺適応能（ｃａｒｄｉｏ－ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ
　ｆｉｔｎｅｓｓ）、等といった状況を示すための生理学的に有意義なパラメータとして
考えられている。別の言葉で言えば、安静時心拍数（ＲＨＲ）は、非常に役に立つパラメ
ータである。安静時心拍数ＲＨＲは、また、生理学的なストレスの指標として使用されて
もよい。さらに、安静時心拍数（ＲＨＲ）と検出されたユーザの心拍数に基づいて、ユー
ザのカロリー消費が、パーソナル化されたやり方で判断され、または、予想され得る。従
って、より正確なものである。安静時心拍数は、また、患者の心筋梗塞後、または、患者
の以降のリハビリテーションプログラムにおいて、治療効果の予測因子としても使用され
得る。安静時心拍数は、また、ウォーキング、ランニング、サイクリング、等といった、
身体活動の強度を評価するためにも使用され得る。ここで、検出された心拍数と安静時心
拍数との差異は、エネルギー消費と心肺適応能を判断するために使用される。
【０００５】
　安静時心拍数を判断するためのいくつかのやり方が存在する。安静時心拍数は、典型的
に、ユーザが、横になっているか、もしくは、座っている又は仰向けになって休んでいる
ようなときに、判断される。典型的には、カフェインと食べ物の消費が避けられ、そして
、安静時心拍数は朝に判断される。このプロシージャは、安静時心拍数を判断するために
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、十分に長い期間について飲食を控えること、および、いくらかの時間について横たわる
ことを要求するので、面倒であり、かつ、押し付けがましいものである。
【０００６】
　米国特許出願公開第２０１４／００６６７８２号は、ユーザの安静時心拍数を判断する
ためのシステムを開示している。ユーザから身体的信号が受け取られ、そして、有効な鼓
動（ｈｅａｒｔ　ｂｅａｔ）を特定するためにモニタされる。有効な鼓動に基づいて、心
拍信号が判断される、心拍信号は、一連のデータポイントからベースラインデータポイン
トを特定するために分析される。安静時心拍数は、ベースラインデータポイントに基づい
て計算される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、有効で、押し付けがましくなく、そして非侵襲的なやり方で心拍数を
判断することができる心拍数モニタシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一つの態様においては、ユーザに取り付けられた少なくとも一つの動作センサ
によって検出された動作データ（ＭＤ）に基づいて、ユーザの非活動期間を判断するため
の非活動判断ユニット、および、非活動判断ユニットによって判断された非活動期間の最
中に、ユーザに取り付けられた少なくとも一つの心拍数センサによって測定された心拍数
データ（ＨＲ）に基づいて、ユーザの安静時心拍数（ＲＨＲ）を計算するための安静時心
拍数計算ユニット、を含む心拍数モニタシステムが提供される。
【０００９】
　心拍数モニタシステムは、時間にわたり、かつ、自由な生活状況の最中に、ユーザの心
拍数を測定するために少なくとも一つの非侵襲的な心拍数センサを含んでいる。従って、
心拍数センサは、選択可能な時間期間にわたりユーザの心拍数データを測定している。例
えば、全日にわたり、そして、自由な生活状況、つまり、非制限的な生活状況の最中であ
る。心拍数モニタシステムは、測定された心拍数データの中から信頼できる心拍数データ
を確立し、または、判断するための信頼性確立ユニットを含んでいる。安静時心拍数計算
ユニットは、次に、信頼性確立ユニットによって確立された信頼できる心拍数データに基
づいて、ユーザの安静時心拍数を計算することができる。信頼性確立ユニットは、下限よ
りも小さい心拍数データ、および、上限よりも大きい心拍数データを無視するように適合
されている。それに応じて、信頼性確立ユニットは、心拍数データの事前選択を実行して
いる。
【００１０】
　そうした心拍数モニタシステムを用いて、有効で、押し付けがましくなく、そして非侵
襲的なやり方で、ユーザの安静時心拍数が判断され得る。ユーザは、安静時心拍数が判断
されるときに、あらゆる種類の制限的なプロトコルを経験する必要がないからである。代
わりに、心拍数モニタシステム自身が、安静時心拍数を決定または計算するために、検出
された心拍数データがいつ効果的に使用され得るかを判断する。そうした心拍数データは
、ユーザの非活動期間の最中に検出された安静時心拍数を決定するために使用される。
【００１１】
　信頼性確立ユニットの助けを借りて、測定誤差に対応、または、信じ難い心拍数データ
に対応する、そうした心拍数データが、安静時心拍数を計算するために使用される心拍数
データから排除される。このようにして、より正確な安静時心拍数が判断され得る。
【００１２】
　別の言葉で言えば、非侵襲的な心拍数モニタシステムは、安静時心拍数を判断するため
に使用される心拍数データについて、２ステップの事前選択プロセスを含んでいる。
【００１３】
　心拍数モニタシステムは、動作センサからそれぞれの動作データ、および、必ずしも心
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拍数モニタシステムの一部である必要はない心拍数センサからそれぞれの心拍数データを
受け取ってよい。本発明のこの態様に従った心拍数モニタシステムは、安静時心拍数を判
断するために、心拍数データと同様に動作データを必要とするだけである。
【００１４】
　本発明のさらなる態様に従って、心拍数モニタシステムは、時間にわたり、かつ、自由
な生活状況の最中に、ユーザの動作を測定または判断するための少なくとも一つの動作セ
ンサを含んでいる。そうした心拍数モニタシステムを用いて、非活動判断ユニットは、非
活動期間を判断する。非活動期間は、ユーザが休息しており、かつ、あらゆる主要な身体
活動を実行していない間の期間を意味するものである。こうした時間期間の最中に、ユー
ザの安静時心拍数を判断するために効果的に使用され得る心拍数データが、測定され、ま
たは、判断され得る。
【００１５】
　信頼性確立ユニットは、測定された心拍数データにおける低品質を示す標準偏差閾値よ
り小さい標準偏差を有する心拍数データを無視するように適合されている。このように、
心拍数データの信頼性を、さらに増すことができる。
【００１６】
　本発明のさらなる態様に従って、下限は３０ｂｐｍに対応し、上限は１５０ｂｐｍに対
応しており、かつ、標準偏差閾値は０．１ｂｐｍである。これらの値を用いて、信頼性確
立ユニットは、安静時心拍数の計算の最中に安静時心拍数のひずみ（ｄｉｓｔｏｒｔｉｏ
ｎ）を導き得るであろうそうした心拍数データを効果的に取り除くことができる。これら
の閾値は、また、医療治療を受けている非常にフィットした個人または患者といった、ユ
ーザの特定グループについて期待される心拍数値に従って、変更されてもよい。
【００１７】
　本発明のさらなる態様に従って、心拍数データを受け容れるか、または、拒否するため
に、一日の時間が考慮に入れられる。心拍数データは、信頼性確立ユニットによって、お
よび、非活動判断ユニットによって確立された非活動期間において、信頼できるものであ
ると判断されたものである。本発明のこの態様により、システムは、主観的および文化的
に決定されたユーザの習慣に従って目が覚めるイベントがおそらく発生するであろう一日
の期間においてキャプチャされた心拍数データから安静時心拍数をけいさんすることを避
けることができる。習慣は、食事、カフェイン、薬または取り入れる薬物療法、もしくは
、以前にスケジュールされた活動、といったものである。本発明のこの態様は、非活動判
断ユニットの中に統合され得る。
【００１８】
　本発明のさらなる態様に従って、非活動判断ユニットは、昼１２時と午後７時との間で
はないそうした非活動期間を排除するように適合されている。昼１２時から午後７時まで
の期間は、その間に非活動期間が判断され、そして、心拍数データが安静時心拍数ＲＨＲ
を計算するために最適である、最良の期間である。
【００１９】
　本発明のさらなる態様に従って、安静時心拍数計算ユニットは、数日にわたる非活動期
間と同様に数日にわたるユーザの心拍数データとに基づいて、安静時心拍数を計算するよ
うに適合されている。
【００２０】
　本発明のさらなる態様に従って、非活動判断ユニットは、身体活動の後に続くそうした
非活動期間を排除し得る。こうした回復時間の最中には、安静時心拍数を計算するために
使用される心拍数データからこれらの心拍数データが排除されるように、ユーザの心拍数
がゆっくりと低下する。
【００２１】
　本発明のさらなる態様に従って、ユーザの安静時心拍数を測定または判断する方法が提
供される。ユーザに取り付けられた少なくとも一つの動作センサによって検出された動作
データに基づいて、ユーザの非活動期間が判断される。ユーザの安静時心拍数は、非活動
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期間の最中に、ユーザに取り付けられた少なくとも一つの心拍数センサによって検出され
た心拍数データに基づいて計算される。
【００２２】
　本発明の一つの実施例に従って、ユーザの動作に関するデータと同様に、検出された心
拍数データが、一日または数時間にわたり収集され、そして、次に、分析される。特に、
測定は、ユーザの標準的手順（ｎｏｒｍａｌ　ｒｏｕｔｉｎｅ）の最中に行われる。ユー
ザの移動に関するデータは、ユーザによる非活動期間を見つけるために分析される。次に
、安静時心拍数を判断するために、対応する心拍数データが分析される。心拍数モニタシ
ステムは、本発明の一つの実施例に従った心拍数をモニタリングするための方法と同様に
、有利なものである。ユーザの安静時心拍数を判断し、そして、さらに、ユーザの心拍数
をモニタするための控えめな方法ができるようにしている。特に、心拍数モニタシステム
は、ユーザの心拍数を検出するため、同様にユーザの活動レベルを検出するために使用さ
れるリストデバイスを含んでよい。本発明に従った心拍数モニタシステムを用いて、ユー
ザは、彼のいつもの日常的な活動の最中にモニタシステムを身に付けることができ、一方
で、なお、実際の心拍数と同様に、安静時心拍数を判断することもできる。
【００２３】
　請求項１に従った心拍数モニタシステム、ユーザの安静時心拍数を判断するための方法
、および請求項１１に従ったコンピュータプログラムは、特に従属請求項において定めら
れるように、類似の、及び/又は、同一の望ましい実施例を有することが理解されよう。
【００２４】
　本発明における望ましい実施例は、また、従属請求項のあらゆる組み合わせ、または、
それぞれの独立請求項を用いる上記の実施例でもあり得ることが、理解されよう。
【００２５】
　本発明に係るこれら及び他の態様は、これ以降に説明される実施例から明らかであり、
そして、実施例を参照して解明されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、被験者のグループの中で一日の異なる時間において検出された心拍数と
安静時心拍数の統計的な表現の差異を示しているグラフである。
【図２】図２は、第１実施例に従って、心拍数モニタの模式的なブロックダイヤグラムを
示している。
【図３】図３は、本発明の一つの実施例に従って、検出された心拍数データの信頼性を判
断するためのフローチャートを示している。
【図４】図４は、本発明の一つの実施例に従って、心拍数モニタシステムによって非活動
の期間を判断するためのフローチャートを示している。
【図５】図５は、本発明の一つの実施例に従って、心拍数モニタシステムによる安静時心
拍数の見積りを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の一つの態様に従って、ユーザの心拍数を測定するために使用される心拍数モニ
タシステムが提供される。心拍数モニタシステムは、リストバンド（スマートウォッチの
ようなもの）又は他のウェアラブルデバイス、つまりユーザの上に取り付けられ又は配置
され得るデバイス、の中に実装され得るものである。心拍数モニタシステムは、ユーザの
心拍数を判断するための光学センサとして任意的に具現化され得る心拍数センサを含んで
よい。
【００２８】
　本発明に従った心拍数センサは、心臓または心肺システムの電気的、音響的、または光
学的活動を測定することができる非侵襲的な心拍数センサである。
【００２９】
　図１は、一日の異なる時間において検出された心拍数と安静時心拍数との間の差異を示
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しているグラフである。図１は、単に説明目的のために、時間にわたる心拍数の一つの例
を示している。ｘ軸は、一日の時間であり、そして、ｙ軸には、安静時心拍数の上の心拍
数（ｈｅａｒｔ　ｒａｔｅ　ａｂｏｖｅ　ｒｅｓｔｉｎｇ　ｈｅａｒｔ　ｒａｔｅ）ＨＲ
ＡＲが示されている。研究室で決定された安静時心拍数（ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ－ｄｅｔ
ｅｒｍｉｎｅｄ　ｒｅｓｔｉｎｇ　ｈｅｒａｔ　ｒａｔｅ）ＲＨＲは、ゼロで示されてお
り、つまり、実際の心拍数と安静時心拍数との間に差異はない。安静時心拍数の上の心拍
数ＨＲＡＲの平均（ｍｅａｎ）心拍数は、ラインＨＲＡＲ１として描かれている。安静時
心拍数の上の心拍数の中央値（ｍｅｄｉａｎ　ｖａｌｕｅ）は、ラインＨＲＡＲ２として
描かれており、そして、安静時心拍数の上の心拍数ＨＲＡＲの分布の２５パーセンタイル
（２５ｔｈ　ｐｅｒｃｅｎｔｉｌｅ）が、ラインＨＲＡＲ３として描かれている。
【００３０】
　図１で分かるように、一日の時間にわたる心拍数の平均または中央値の分布は、安静時
心拍数の過大評価を導き得るものである。本発明に従って、一日のうち非活動期間の最中
に検出されたこうした心拍数データだけが、上述の過大評価を避ける観点において有利で
あり、そして、このように使用されるべきである。特に、ラインＨＲＡＲ３（心拍数分布
の２５パーセンタイル）から見て分かるように、安静時心拍数の観点において良好な近似
が、例えば、１１時と１９時との間の時間の最中でさえ、示されている。
【００３１】
　以下の表１においては、安静時心拍数ＲＨＲの研究室でアセスされた判断に関する誤差
統計と、一日にわたり記録された実際の心拍数の値からの安静時心拍数のあらゆる見積り
が示されている。

【表１】

【００３２】
　図２は、第１実施例に従って、心拍数モニタの模式的なブロックダイヤグラムを示して
いる。心拍数モニタシステム１０は、少なくとも非侵襲的な心拍数センサ１００、任意的
に、動作データＭＤを測定または判断するための少なくとも一つの動作センサ２００、処
理ユニット３００、および、任意的にタイムスタンプユニット５００と任意的にディスプ
レイ４００、を含んでいる。処理ユニット３００は、任意的に、信頼性確立ユニット３１
０、非活動判断ユニット３２０、および、安静時心拍数計算ユニット３３０を含んでいる
。これら３つのユニット３１０、３２０、３３０は、処理ユニット３００から離れた専用
ユニットとして実施され得るものであり、もしくは、処理ユニット３００に統合され、又
は、その一部であり得る。ディスプレイ４００は、任意的に、グラフィックユーザインタ
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ーフェイスＧＵＩ４１０を含んでよい。ユーザの心拍数ＨＲは、少なくとも非侵襲的な心
拍数センサ１００によって検出される。少なくとも非侵襲的な心拍数センサ１００の心拍
数データＨＲは、タイムスタンプＴＳを含み得る（または、タイムスタンプが心拍数デー
タに対して関連付けされ得る）。タイムスタンプＴＳは、心拍数センサ１００自身が生成
し得るもの、または、タイムスタンプユニット５００によって生成され得るものである。
タイムスタンプＴＳは、心拍数センサ１００または処理ユニット３００において、直接的
に心拍数センサ１００の測定と関連付けされてよい。動作センサ２００の動作データＭＤ
は、処理ユニット３００に対して転送される。動作センサ２００からの動作データＭＤは
、また、タイムスタンプＴＳを含んでよい（または、タイムスタンプは、心拍数データと
関連付けされ得る）。タイムスタンプＴＳは、動作センサ２００自身が生成し得るもの、
または、タイムスタンプユニット５００によって生成され得るものである。タイムスタン
プＴＳは、動作センサ２００または処理ユニット３００において、動作データＭＤの中に
組み込まれてよく、または、動作データＭＤに対して関連付けされてよい。
【００３３】
　信頼性確立ユニット３１０においては、任意的に、心拍数センサ１００からの測定デー
タ、つまり、検出された心拍数ＨＲが分析されて、心拍数データが信頼性ある心拍数デー
タＨＲＲであるか否か、もしくは、その値があまりに低いか、または、あまりに高いとし
て、心拍数データが信頼できないものであるか否かを判断する。そうした信頼できない値
は、異所性の（ｅｃｔｏｐｉｃ）鼓動または測定エラーに関連し得るものである。従って
、信頼性確立ユニット３１０においては、信頼できないものと考えられる心拍数センサ１
００からのこれらのデータは、信頼性ある心拍数データを獲得するために、取り除かれ、
または、無視され得る。信頼性確立ユニット３１０の詳細なオペレーティングシステムは
、図３に関して以下に説明される。
【００３４】
　信頼性確立ユニット３１０は、心拍数データのセットから信頼できないデータを取り除
くための下限と上限（ｌｏｗｅｒ　ａｎｄ　ｕｐｐｅｒ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を使用す
る。上限と下限は、使用されている心拍数センサに、そして、測定エラーに依存するもの
であってよい。さらに、子供、老人、男女別の患者、または、ユーザの心拍数と心臓リズ
ムに影響する医療治療を受けている患者に対して、異なる閾値が使用されてよい。
【００３５】
　非活動判断ユニット３２０においては、非活動または休んでいる期間ＩＰを判断するた
めに、動作センサ２００からの動作データＭＤが分析される。非活動の期間は、ユーザが
身体活動を控えている、つまり、ユーザが休んでいる、最中の時間期間と関連する。本発
明の一つの実施例に従って、非活動または休息の期間は、安静時心拍数ＲＨＲを判断する
ために効果的に使用され得るであろう心拍数の測定データを結果として生じ得るものと考
えられている。従って、非活動判断ユニット３２０は、休息または非活動に係る一日の間
の時間期間を判断するために、少なくとも一つの動作センサ２００からの動作データＭＤ
を、これらのデータＭＤに関連付けされたタイムスタンプＴＳも同様に、分析する。非活
動判断ユニット３２０の詳細なオペレーションは、図４を参照して以下に説明される。
【００３６】
　安静時心拍数計算ユニット３３０は、非活動判断ユニット３２０が非活動ＩＰまたはユ
ーザの休息であると判断したときに、一日の間のこれらの時間期間から心拍数データを選
択するために、信頼性確立ユニット３１０からの出力データを、非活動判断ユニット３２
０からのデータも同様に、使用することができる。別の言葉で言えば、安静時心拍数ＲＨ
Ｒを判断し、または、計算するために、非活動の時間期間に対応する心拍数センサ１００
からのデータだけが使用されるのである、他の心拍数データ（つまり、ユーザが休息して
いないとき）は、従って、安静時心拍数ＲＨＲの判断のためには使用されない。安静時心
拍数計算ユニット３３０の詳細なオペレーションは、図５を参照して以下に説明される。
【００３７】
　図３は、本発明の一つの実施例に従って、検出された心拍数データの信頼性を判断する
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ためのフローチャートを示している。ステップＳ３１１においては、心拍数センサ１００
からの心拍数データＨＲが、信頼性確立ユニット３１０によって受け取られる。心拍数デ
ータＨＲは、また、心拍数ＨＲの標準偏差ｓｔｄＨＲを含んでよい。ステップＳ３１２に
おいては、心拍数ＨＲが下限および上限と比較される。心拍数ＨＲが下限より低いか、ま
たは、上限より高い場合に、心拍数データは破棄され、そして、転送されない。さらに、
ステップＳ３１２においては、任意的に、心拍数データＨＲの標準偏差ｓｔｄＨＲが閾値
に対して比較される。標準偏差がこの閾値より小さい場合には、関連する心拍数データが
破棄され、または、無視される。しかしながら、標準偏差が閾値より大きい場合には、次
に、ステップＳ３１３において、対応する心拍数データが、信頼できる心拍数データＨＲ
Ｒとして転送される。
【００３８】
　本発明の一つの態様に従って、心拍数の下限は３０ｂｐｍであってよく、そして、上限
値は、例えば、１５０ｂｐｍであってよい。つまり、毎分のビート（ｂｅａｔｓ　ｐｅｒ
　ｍｉｎｕｔｅ）である。心拍数データの標準偏差に対する閾値は、例えば、０．１ｂｐ
ｍであってよい。例えば、過去の、例えば５分間の時間間隔において計算された場合であ
る。
【００３９】
　信頼性確立ユニット３１０においては、心拍数センサ１００からの心拍数データＨＲが
分析され、そして、信頼できると考えられるそうしたデータだけが転送される。信頼でき
ると考えられないデータは、破棄され、または、無視される。信頼できる心拍数データに
ついて上限と下限を導入することによって、小さい、または、再現可能性が乏しい心拍数
データが、破棄され、または、無視され得る。そうでなければ、不正確な安静時心拍数Ｒ
ＨＲを導いてしまうものである。
【００４０】
　任意的に、心拍数データの大きさ（ｍａｇｎｉｔｕｄｅ）は、既定の時間間隔の中で判
断され得る。これらの時間間隔は、例えば、５分であってよい。しかしながら、あらゆる
他の時間期間も、また、使用され得ることに留意すべきである。任意的に、この時間期間
の中で心拍数データの標準偏差が判断され得る。
【００４１】
　従って、下限（例えば、３０ｂｐｍ）より高く、かつ、上限（例えば、１５０ｂｐｍ）
より低く、そして、０．１ｂｐｍより大きい標準偏差を有する、そうした心拍数データＨ
Ｒだけが、信頼できる心拍数データＨＲＲであると判断され、または、そのように考えら
れる。
【００４２】
　図４は、本発明の一つの実施例に従って、心拍数モニタシステムによって非活動の期間
を判断するためのフローチャートを示している。非活動判断ユニット３２０は、動作デー
タＭＤを少なくとも一つの動作センサ２００から受け取る（対応するタイムスタンプ情報
ＴＳも同様である）。ステップＳ３２１においては、動作データＭＤが、活動が起こって
いない最中の時間期間を判断するために分析される。つまり、非活動または休息の期間を
判断するためである。任意的に、非活動判断ユニット３２０は、また、信頼性確立ユニッ
ト３１０から、信頼できる心拍数データＨＲＲも受け取り得る。ステップＳ３２２におい
ては、そうした信頼できる心拍数データＨＲＲだけが、何の動作も起こっていない時間期
間の最中、つまり、非活動の期間の最中に転送される。ステップＳ３２３においては、非
活動の期間からの心拍数データが、出力され、または、転送され得る。
【００４３】
　非活動期間ＩＰは、動作センサ２００からの動作データＭＤに基づいて、様々な方法に
よって判断され得る。動作データＭＤは、活動カウント、速度情報、ステップ数情報、動
作レベル情報、等を含んでよい。活動カウントは、例えば、加速度センサの出力を分析す
ることによって判断され得る。一日の間の非活動または休息の期間に係る情報に基づいて
、安静時心拍数ＲＨＲが判断され得る。心拍数ＲＨＲは、ユーザが非活動であり又は休息
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しているそうした時間期間においてだけ、評価され、または、判断され得ることが、さら
に理解される。非活動判断ユニット３２０は、非活動の期間に関する情報を安静時心拍数
計算ユニット３３０に対して転送してよく、または、増加した活動を伴う時間期間から生
じるそうした心拍数データを既に廃棄することができるか、いずれかでよい。
【００４４】
　図５は、本発明の一つの実施例に従って、心拍数モニタシステムによる安静時心拍数の
見積りを示すフローチャートである。安静時心拍数計算ユニット３３０は、心拍数センサ
１００から、タイムスタンプ情報ＴＳ、検出された心拍数ＨＲを受け取ることができる。
非活動期間ＩＰ及び／又は信頼できる心拍数データＨＲＲに関する情報も同様である。ス
テップＳ３３１においては、信頼できる心拍数データＨＲＲが非活動期間ＩＰからのもの
であるか否かが判断される。そうでない場合に、このデータは破棄され、または、考慮さ
れない。ステップＳ３３２においては、心拍数データＨＲが累積され、そして、非活動の
期間の長さが判断される。
【００４５】
　ステップＳ３３３においては、非活動期間ＩＰが、例えば５分間であってよい閾値より
長いかが判断される。ステップＳ３３４においては、任意的に非活動期間が昼１２時（１
２ａｍ）と午後７時（７ｐｍ）との間であるかが判断される。
【００４６】
　そうである場合には、次に、ステップＳ３３５において、安静時心拍数の即時見積りＲ
ＨＲｉとして、累積心拍数データの２５パーセンタイルが計算される。このデータから、
ステップＳ３３６において、毎日の安静時心拍数アセスメントＲＨＲｄが判断される。ス
テップＳ３３７においては、グローバル安静時心拍数が、例えば５連続日の平均として判
断される。
【００４７】
　従って、安静時心拍数計算ユニット３３０においては、そうした信頼できる心拍数デー
タＨＲＲだけが考慮される。少なくとも５分間の持続期間を有する非活動期間ＩＰの最中
に生じるものである。他の全てのデータは廃棄され、または、考慮されない。任意的に、
非活動期間ＩＰは、さらに、限定されてよい。つまり、昼１２時と午後７時との間の時間
期間である。この時間期間（昼１２時と午後７時との間）は、研究室で決定された安静時
心拍数からの最小の偏差を伴なう安静時心拍数ＲＨＲを有する。安静時心拍数の即時見積
りＲＨＲｉは、非活動の選択された期間における心拍数データの統計的分布から判断され
る。Ｓ３３６においては、毎日の安静時心拍数ＲＨＲのために、安静時心拍数の即時見積
りＲＨＲｉの中間値が判断される。安静時心拍数の信頼性をさらに改善するために、後に
続く数日からのデータが分析される。
【００４８】
　本発明に従って、心拍数モニタシステムは、スマートウォッチのようなリストデバイス
の中、または、ユーザの耳の後ろに付けられるデバイスの中に実装され得る。従って、心
拍数モニタシステム１０のエレメントは、一つのハウジングの中に配置されてよい。代替
的に、心拍数センサ１００は、外部に実装され得る。同じことが、動作センサ２００に対
して提供される。動作センサ２００は、ユーザが常に持ち歩ける、例えば、スマートフォ
ンまたはモバイルデバイスの中に実装され得る。さらに、心拍数センサ１００は、また、
外部センサとしても実装され得る。心拍数センサ１００からのデータおよび動作センサ２
００からのデータは、無線で、または、有線によって、処理ユニット３００に対して転送
され得る。
【００４９】
　心拍数センサ１００は、ユーザの心拍数を信頼性よく検出することができる、あらゆる
非侵襲的なセンサとして実装され得る。従って、心拍数センサは、心臓または心肺システ
ムの電気的、音響的、または、光学的な活動を検知するために使用され得るものである。
【００５０】
　本発明の一つの望ましい実施例に従って、心拍数センサは、光学センサとして具現化さ
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れ得る。ユーザの皮膚の中へと光を発し、そして、発せられた光が皮膚の中で散乱される
ものである。反射された光は皮膚を抜け出し、そして、光学センサによって検出され得る
。従って、光学センサは、フォトプレスチモグラフィ（ｐｈｏｔｏｐｌｅｔｈｙｓｍｏｇ
ｒａｐｈｙ）ＰＰＧセンサとして具現化され得る。
【００５１】
　動作センサ２００は、非活動時間期間を判断するために使用され得るあらゆるセンサで
あってよい。従って、動作センサは、身体活動を定量化することができるあらゆるセンサ
であってよい。これは、ステップカウンタ、移動と速度を検出するためのＧＰＳセンサ、
間接的な心拍計、ガルヴァニック皮膚反応または筋活性に対するセンサ、を含んでよい。
動作センサ２００は、また、ユーザの活動を判断するための活動モニタとして実施されて
もよい。これらの測定に基づいて、非活動期間が、また、推論され得る。動作センサは、
例えば、身体加速の周期性、加速度の大きさ、歩行速度、毎分のステップ数量または時間
期間の最中に燃焼されるカロリー、を判断するために使用され得る。この情報に基づいて
、非活動期間が判断され得る。
【００５２】
　非活動判断ユニット３２０の上述のオペレーションに加えて、非活動判断ユニット３２
０は、また、例えば徹底的な非活動の期間、の後に直ちに続く非活動期間から心拍数デー
タを廃棄してもよい。身体活動の期間の後に続くそうした期間の最中には、ユーザの身体
が回復する必要があるので、心拍数ＨＲは、いまだに安静時心拍数ＲＨＲより高いであろ
う。そうした回復時間期間ＴＲＥＣＯＶＥＲＹは、本発明に従って、信頼できない心拍数
値が検出される時間期間に対応している。この時間期間は、身体活動の後に続くものであ
る。回復時間期間ＴＲＥＣＯＶＥＲＹは、以下の等式に従う。
ＴＲＥＣＯＶＥＲＹ＝ｍａｘ（０、ＴＭＩＮ＋ＴＭＡＸ×（ｍｅｄｉａｎ（ＨＲＡＣＴＩ

ＶＩＴＹ）－ＨＲＬＯＷ）／（ＨＲＭＡＸ－ＨＲＬＯＷ））
【００５３】
　ここで、ＨＲＭＡＸは、ユーザの年令に応じた心拍数の最大見積りに対応している（例
えば、２１７－０．８５×年令）。ＨＲＡＣＴＩＶＩＴＹは、身体活動期間の最中に検出
された心拍数に対応している。ＨＲＬＯＷは、軽い身体活動の最中に判断された心拍数に
対応している（例えば、ＨＲＬＯＷ＝例として８０ｂｐｍ）。ＴＭＩＮは、最小回復時間
（例えば、３０分）に対応しており、そして、ＴＭＡＸは、最大回復時間（例えば、１２
０分）に対応している。
【００５４】
　加えて、安静時心拍数の良好な近似値を決定するために、そこから心拍数データが抽出
され得る非活動期間ＩＰは、異なる人々、異なる国、等について相違し得ることに留意す
べきである。本発明の一つの態様に従って、処理ユニット３００は、安静時心拍数の最も
正確な見積りが決定され得る、そうした時間期間を判断するための学習アルゴリズムを実
施することができる。特に、安静時心拍数を見積るためには、こうした時間期間からのデ
ータだけが使用され得るものである。
【００５５】
　本発明の一つの態様に従って、上述のエレメントおよびユニットは、心拍数モニタシス
テムの代わりに活動モニタシステムにおいて実施され得る。そうした活動モニタシステム
は、ユーザに対して、彼の身体活動レベル、エネルギー消費、および心肺適応能について
正確な情報を与えるために使用される。そうした活動モニタシステムのために、本発明に
従って判断される安静時心拍数は重要なパラメータである。
【００５６】
　本発明に従って、心拍数モニタシステム、そして、特に、心拍数センサは、ウェアラブ
ルな検出器、つまり、非侵襲的な検出器、として実施され得る。
【００５７】
　処理ユニットによって判断される安静時心拍数ＲＨＲは、ディスプレイに対して出力さ
れ得る。もしくは、この情報は、ユーザの身体活動を正確に検出する、ストレスをモニタ
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する、といったそれ自身の目的のために、そして、また、疾患予防のために使用し得るあ
らゆる他の外部デバイスに対して、出力され得る。
【００５８】
　図面、明細書、および添付の請求項を研究すれば、請求された本発明の実施において、
当業者によって、開示された実施例に対する他の変形が理解され、もたらされ得る。
【００５９】
　請求項において、用語「含む（“ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ“」は、他のエレメントまたは
ステップの存在を排除するものではなく、不定冠詞「一つの（”ａ“または”ａｎ“）」
は、複数を排除するものではない。
【００６０】
　単一のユニットまたはデバイスは、請求項で述べられるいくつかのアイテムに係る機能
を満たし得る。所定の手段が、お互いに異なる従属請求項の中で引用されているという事
実だけでは、これらの手段の組合せが有利に使用され得ないことを示すものではない。
【００６１】
　コンピュータプログラムは、光記録手段または半導体メディアといった適切な媒体上に
記録され／配布され、他のハードウェアと共に、またはハードウェアの一部として提供さ
れ得る。しかし、また、インターネット、もしくは、他の有線もしくは無線の電子通信シ
ステムを介するといった、他の形式においても配布され得る。
【００６２】
　請求項におけるいかなる参照番号も、発明の範囲を限定するものと解釈されるべきでは
ない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成28年12月13日(2016.12.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの皮膚上に取り付けられ又は配置され得るウェアラブルデバイスとして実装され
る、心拍数モニタシステムであって、
　前記ユーザに取り付けられた少なくとも一つの動作センサによって検出された動作デー
タに基づいて、前記ユーザの非活動期間を判断するための非活動判断ユニットと、
　時間にわたり、かつ、非制限的な生活状況の最中に、前記ユーザの心拍数データを測定
するための少なくとも一つの心拍数センサと、
　前記非活動判断ユニットによって判断された前記非活動期間の最中に前記少なくとも一
つの非侵襲的心拍数センサによって測定された前記心拍数データに基づいて、前記ユーザ
の安静時心拍数を計算するための安静時心拍数計算ユニットと、
　前記測定された心拍数データの中から信頼できる心拍数データを確立するための信頼性
確立ユニットであり、下限よりも小さく、かつ、上限よりも大きい心拍数データを無視す
るように適合されている、信頼性確立ユニットと、
　を含み、
　前記安静時心拍数計算ユニットは、前記信頼性確立ユニットによって確立された前記信
頼できる心拍数データに基づいて、前記ユーザの前記安静時心拍数を計算するように構成
されている、
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　心拍数モニタシステム。
【請求項２】
　前記心拍数モニタシステムは、さらに、
　時間にわたり、かつ、非制限的な生活状況の最中に、ユーザの動作データを測定するた
め、または、判断するための少なくとも一つの動作センサと、
　を含む、請求項１に記載の心拍数モニタシステム。
【請求項３】
　前記信頼性確立ユニットは、標準偏差閾値より小さい標準偏差を有する心拍数データを
無視するように適合されている、
　請求項１に記載の心拍数モニタシステム。
【請求項４】
　前記下限は毎分３０ビートであり、前記上限は毎分１５０ビートであり、かつ、前記標
準偏差閾値は毎分０．１ビートである、
　請求項３に記載の心拍数モニタシステム。
【請求項５】
　前記非活動判断ユニットは、昼１２時と午後７時との間ではない前記ユーザの非活動期
間を排除するように適合されている、
　請求項１に記載の心拍数モニタシステム。
【請求項６】
　前記安静時心拍数計算ユニットは、数日にわたる前記ユーザの心拍数データおよび非活
動期間に基づいて、前記ユーザの安静時心拍数を計算するように適合されている、
　請求項５に記載の心拍数モニタシステム。
【請求項７】
　前記非活動判断ユニットは、前記判断された非活動期間から身体活動の後の回復時間を
取り除くことによって、前記ユーザの非活動期間を判断するように適合されている、
　請求項１に記載の心拍数モニタシステム。
【請求項８】
　ウェアラブルな心拍数モニタシステムを使用してユーザの安静時心拍数を判断する方法
であって、
　ユーザの皮膚上に取り付けられ又は配置される前記ウェアラブルな心拍数モニタシステ
ムを身に付けるステップと、
　前記心拍数モニタシステムにおける少なくとも一つの動作センサによって検出された動
作データに基づいて、前記ユーザの非活動期間を判断するステップと、
　前記心拍数モニタシステムにおける心拍数センサによって、時間にわたり、かつ、非制
限的で自由な生活状況の最中に、ユーザの心拍数データを測定するステップと、
　下限よりも小さい心拍数データと上限よりも大きい心拍数データを無視することによっ
て、前記判断または測定された心拍数データの中から信頼できる心拍数データを確立する
ステップと、
　判断された非活動期間の最中に測定された前記心拍数データ、および、前記信頼できる
心拍数データに基づいて、前記ユーザの安静時心拍数を計算するステップと、
　を含む、方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の心拍数モニタシステムにおいてユーザの心拍数をモニタリングするた
めのコンピュータプログラムであって、
　前記心拍数モニタシステムをコントロールしているコンピュータ上で前記コンピュータ
プログラムが実行されると、
　前記心拍数モニタシステムに、請求項８に記載のユーザの安静時心拍数を判断する方法
に係るステップを実行するようにさせる、
　コンピュータプログラム。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　心拍数モニタシステムは、時間にわたり、かつ、自由な生活状況の最中に、ユーザの心
拍数を測定するために少なくとも一つの心拍数センサを含んでいる。従って、心拍数セン
サは、選択可能な時間期間にわたりユーザの心拍数データを測定している。例えば、全日
にわたり、そして、自由な生活状況、つまり、非制限的な生活状況の最中である。心拍数
モニタシステムは、測定された心拍数データの中から信頼できる心拍数データを確立し、
または、判断するための信頼性確立ユニットを含んでいる。安静時心拍数計算ユニットは
、次に、信頼性確立ユニットによって確立された信頼できる心拍数データに基づいて、ユ
ーザの安静時心拍数を計算することができる。信頼性確立ユニットは、下限よりも小さい
心拍数データ、および、上限よりも大きい心拍数データを無視するように適合されている
。心拍数モニタシステムは、ユーザの皮膚上に取り付けられ又は配置され得るウェアラブ
ルデバイスとして実装される。それに応じて、信頼性確立ユニットは、心拍数データの事
前選択を実行している。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　本発明のさらなる態様に従って、ウェアラブルな心拍数モニタシステムを使用してユー
ザの安静時心拍数を測定または判断する方法が提供される。ウェアラブルな心拍数センサ
は、ユーザの皮膚上に取り付けられ又は配置されて、身に付けられる。ユーザに取り付け
られた心拍数モニタシステムにおける少なくとも一つの動作センサによって検出された動
作データに基づいて、ユーザの非活動期間が判断される。ユーザの安静時心拍数は、非活
動期間の最中に、ユーザに取り付けられた少なくとも一つの心拍数センサによって検出さ
れた心拍数データに基づいて計算される。
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